
有限会社タムラ不動産保険事務所に

不用品の片づけ撤去処分・空き家の処分と片付け任せて
空き家の買取も致します。

まるごとの場合は、登記手数料 不動産仲介手数料は不要です。

【固定資産税の支払いは永遠に】

【宅地建物取引業免許・香川県知事免許 (5) 第 3705号】
【高松市一般廃棄物運搬者 許可 第 121号】

空き家まるごと 撤去・処分 解体から買取まで対応いたします。

どうもならない不動産　お問い合わせください。

お困りの時は まずお問い合わせください。

不用品で買い取りのできるものは
買取も致します。

いつの間にか溜まってしまったゴミの処分
遺品整理　元気なうちに生前整理をしては

【公安委員会 古物商 道具商免許 第 811070002176号】

※ 日曜祭日も伺います
087-868-7800

有限会社タムラ不動産保険事務所では有料引き取りサービスを致しております。
国でも相続土地国家帰属法が 23 年 4 月から施工され引き取りをしてくれますが
条件が厳しく相続時、遺贈時でなくては出来ません。
相続に関係なくいつでも有料引き取りを致します。( 農地は農地法の関係で可能
なものに限ります。) 概ね１件当たり 100 万円前後になります。( 建物解体　整地
などの費用は別途要 )　詳しくはお問い合わせください。

 087-868-7800e.tamura@sisan.comwww.sisan.com

HomePage

相続土地国家帰属法の概要
・更地　所有権以外の権利の抹消
・土壌汚染の確認　境界の確定
・樹木などの撤去　地下埋設物の除去
・隣接者との争訴いが無い
・公道に接道していること
審査手数料が係ります　承認申請の申請を法務局だし
法務大臣の承認が必要で　負担金の納付　国庫に土地が
帰属されます
費用は物件の状況によりますが　数百万円は必要では


